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重要事項説明書 

 

１  事業の目的及び運営の方針 

  (一)  事業の目的 

      介護保険法の理念に基づくと共にお年寄りの方が自立した生活を送れるよう、 

     又老化に伴い介護が必要な方に対して、介護相談,介護計画を支援する。      

  (二)  運営方針 

      利用される方の心身の状況,生活環境等をふまえその有する能力に応じ自立 

     した日常生活が営むことができるように適切な保健医療福祉サービスを提供さ   

     れるよう努める 

２ 事業所の指定番号及びサービス提供地域 

事 業 所 名 桂まほろばテラスケアプランセンター 

所 在 地 京都市西京区下津林南大般若町 1 

Ｔ Ｅ Ｌ ・ Ｆ Ａ Ｘ ＴＥＬ３９４－７７１８   ＦＡＸ３９４－７７３８ 

緊 急 時 連 絡 先 ＴＥＬ３９４－７７０７（特別養護老人ホーム桂まほろばテラス） 

介 護 保 険 指 定 ２６７４００１３７１ 

サ ー ビ ス を 提 供 

す る 地 域 

京都市西京区（東端 桂川、西端 新山陰街道、北端 松尾地区）

南区（久世一部）、向日市（物集町、寺戸町一部） 

３ 事業所の職員体制 

職   員 常   勤 非 常 勤 計 

管 理 者 
       1  

（介護支援専門員と兼務） 
     ０ １ 

介護支援専門員        1               ０ 1 

４ 営業日、営業時間 

     月曜日～土曜日（日曜定休、その他休日１２月３１日～１月２日） 

     午前８時４５分～午後５時４５分 

５  居宅介護支援の実施概要等 

     ○契約者及びそのご家族様の相談を受ける場所は、その御自宅又は、当事業 

所相談室等とします。 

     〇市町村が行う介護保険訪問調査の委託をうけることができます。 

     〇居宅サービス計画ガイドライン方式にて、課題分析を行い、それを基に居 

宅介護サービス計画の作成をします。 

     〇サービスの実施状況の継続的な把握,評価を行います。 

     〇介護保険施設の紹介,その他の便宜の提供を行います。 

６  利用料 

     要介護又は要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されます 

    ので、自己負担はありません。 

※保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなった場合、一旦全額をお支

払いいただき、当事業所よりサービス提供証明書を発行いたします。このサー
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ビス提供証明書を後日、各市町村の窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受

けることができます。 

７ 交通費 

   通常のサービス提供地域    京都市西京区（東端 桂川、西端 新山陰街道、

北端 松尾地区）南区（久世一部）、向日市（物集町、寺戸町一部）……無料 

   通常のサービス提供地域外   上記以外の地域…公共交通機関利用に要した実費 

８ 複写物の交付 

   契約者は、サービス提供についての記録を閲覧できますが、複写物を必要とする場 

合には、実費をご負担いただきます。 

  １枚（Ａ４）につき ： １０円 

９  個人情報の取り扱いについて 

 契約者及びそのご家族様が安心して当方の介護サービスをご利用いただけるよう、以下

の方針に基づき、個人情報を正確かつ安全に取り扱うことに努めます。 

①個人情報を収集する場合は、収集目的を明確に開示して収集します。収集した個人情報

は、本人の同意を得た範囲内で利用し、また同意を得た範囲以外の第三者への提供開示

は、行いません。 

②個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などの予防並びに

是正を行うため、適正な安全対策を講じます。 

③個人情報に対し、本人から開示、訂正もしくは削除、または利用もしくは提供の拒否を

求められたときは、社会通念や慣行に照らし、合理的な期間、妥当な範囲で応じます。 

④業務に従事する全ての者に対し、個人情報保護の重要性とその責任を認識させることに

努めます。 

（利用目的について） 

 事業者は、個人情報を以下の目的に利用いたします。 

（１） 契約や法律等に基づき提供する介護保険サービス等をより充実・展開させるため 

（２） サービス担当者会議等において必要な情報の収集及び提供のため 

（３） ケアプラン作成等のための資料とするため 

（４） 医療機関等へ受診又は入院の必要がある場合等の主治の医師への連絡等 

（５） ご家族様等への心身の状況説明のため 

（６） 契約者への広報紙及び請求書、領収書等の送付のため 

（７） 介護サービス等に係る会計・経理の手続きのため 

（８） 審査支払機関へのレセプトの提出、またそれに係る照会への回答などの介護保険事

務に関することのため 

（９） 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等のため 

（１０）苦情発生時等の対応のため 

（１１）事業所において行われる学生及び実習者への協力のため 

（１２）事業所において行われる事例研究のため 

（１３）各関係機関との連携及び情報共有のため 

（１４）外部監査機関への情報提供のため 

（１５）要介護認定等申請及び認定調査のため 

（１６）サービス事業所等への利用申請のため 

（１７）その他、介護保険サービス等を適切かつ円滑に提供するため 

（個人情報の第三者への提供について） 
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事業者は、契約者等から個人情報をご提供いただく際に明示した利用目的の範囲を超え

て当該個人情報を利用することはありません。また、その個人情報を「契約者等の同意が

ある場合」または、次のいずれかの「法令等で求められた場合」を除き、第三者に開示、

提供することはありません。 

○法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されているもの 

・ サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

・ サービス提供事業者等との連携 

・ 契約者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への

通知 

・ 契約者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

○行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務づけられているもの 

・ 市町村による文書等提出等の要求への対応 

・ 厚生労働大臣又は都道府県知事による報告命令、帳簿書類等の提示命令等への対応 

・ 都道府県知事による立入検査等への対応 

・ 市町村が行う利用者からの苦情に関する調査への協力等 

・ 事故発生時の市町村への連絡 

（個人情報の委託先への提供について） 

 利用目的の範囲内において必要な業務を遂行するために、外部会社に業務を委託するこ

とがあります。この場合、事業者は、個人情報を適切に取り扱うよう委託先を管理・監督

いたします。 

（個人情報の保護と管理について） 

 当法人は、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守いたします。また、個人

情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するための安全対策を講じております。 

 

１０ 計画作成時の事業所選択について 

 居宅サービス計画書の作成については、契約者やそのご家族様に対し、居宅サービス計

画書に位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能

で、当該事業所を計画に位置付けた選定理由を求めることも可能であることを説明いたし

ます。 

 

１１ 緊急時の対応について 

 サービス提供時に利用者の病状が急変した場合やその他必要な場合は、主治医や協力医

療機関への連絡、救急車要請等の迅速かつ適切な対応に努めます。 

 また、併設施設の職員及び宿直者等により２４時間連絡可能な体制及び、必要に応じて

利用者、ご家族等の相談に対応する体制を確保しております。 

 

緊急時連絡先０７５-３９４-７７０７（特別養護老人ホーム桂まほろばテラス） 

 

１２ 事故発生時の対応について 

 サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、行政、医療機関等への連絡を行

うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録します。ま

た、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。 
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１３ 苦情・相談の受け付け 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

   ○苦情受付窓口 担当 介護支援専門員 

 

○受付時間  毎週月曜日～金曜日  ０９：００～１７：００ 

○電話番号  ０７５－３９４－７７１８ 

また、苦情受付ボックスを１階に設置しています。 

  苦情受付の概要は次の通りです。 

 

 

 

「苦情申出窓口」の設置について 

 

 社会福祉法第８２条の規定により、当事業所では利用者からの苦情に適切に対応する体

制を整えております。 

 当事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、

苦情解決に努めておりますので、お知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ 苦情解決責任者 小泉 稔 （管理者）   電 話０７５－３９４‐７７１８ 

Ⅱ 苦情受付担当者 介護支援専門員      Ｆａｘ０７５－３９４‐７７３８ 

Ⅲ 第三者委員 

  ①田尻 世津子 連絡先：〒６１５－８２６２ 

              京都市西京区山田四ノ坪町１番地６ 

                        田尻司法書士事務所 内 

          電 話：０７５－３９３－１５５０ 

②池田 博義  連絡先：〒６００－８１７７ 

              京都市下京区烏丸通五条下る大坂町３９１ 

              第１０長谷ビル６階   株式会社マイツ 内 

          電 話：０７５－３４１－６２６３ 

Ⅳ 苦情解決の方法 

  ① 苦情の受付 

    苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付けます。 

   なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

  ② 苦情受付の報告・確認 

    苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が

第三者委員への報告を拒否した場合を除く）に報告いたします。第三者委員は内容

を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 

  ③ 苦情解決のための話し合い 

    苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。 

    その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 

    なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 
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     ア．第三者委員による苦情内容の確認 

     イ．第三者委員による解決案の調整、助言 

     ウ．話し合いの結果や改善事項等の確認 

  ④ 京都府福祉サービス運営適正化委員会等の紹介 

    当事業所で解決できない苦情は、京都府社会福祉協議会に設置された運営適正化

委員会に申し立てることができます。また、介護保険に関する苦情は京都府国民健

康保険団体連合会、ならびに市役所、各区役所、各支所の介護保険担当窓口で対応

しています。 

 

 （２）当事業所以外に、各居宅介護支援事業所・各行政区の介護保険課・国民健康保     

険団体連合会等でも苦情を受付けています。 

 

＊主な苦情受付連絡先 

 

○京都市西京区役所保健福祉センター健康長寿推進課 高齢介護保健担当 

住所 京都市西京区上桂森下町２５－1 

電話 ０７５－３８１－７６３８  ＦＡＸ ０７５－３９３－０８６７ 

○京都市南区役所保健福祉センター健康長寿推進課 高齢介護保健担当 

住所 京都市南区西九条南田町１－２ 

   電話 ０７５－６８１－３２９６  ＦＡＸ ０７５－６８１－１８７０ 

○向日市役所高齢者支援係    

住所 向日市寺戸町中野２０番地 

   電話 ０７５－８７４－２５７６  ＦＡＸ ０７５－９３２－０８００ 

○京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

   住所 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

電話 ０７５－２２２－３８００  ＦＡＸ ０７５－２１３－５８０１ 

○京都府国民健康保険団体連合会   

住所 京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町６２０ 

   電話 ０７５－３５４－９０９０  ＦＡＸ ０７５－３５４－９０５５ 

○京都府福祉サービス運営適正化委員会 

   住所 京都市中京区竹屋町通烏丸東入ル 京都府立総合社会福祉会館５階 

   電話 ０７５－２５２－２１５２  ＦＡＸ ０７５－２５２－６３１０  
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居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い 

した。 

 

       説明者     桂まほろばテラスケアプランセンター 

 

               職・氏名                印 

 

                

   私は、事業者より重要事項及びサービス担当者会議等において私並びに家族の個人情報

を用いる説明を受け、介護サービスを受けることに同意いたします。また、居宅介護支援

サービス利用に際し、介護保険給付外のサービスを利用した場合、その実費をお支払いす

ることに同意し、本説明書を受領いたしました。 

  

 

                                                  令和    年    月    日 

 

                 

         契約者     住  所 

                  

                 氏  名                    印  

           

 

         署名代行者     住  所                   

                  

                 氏  名                    印 

                  

                 (契約者との関係)   

          

 

ご家族     住 所 

 

                 氏 名                  印 

 

                 （契約者との関係） 

 

  

 

                  


